
第４章 経過措置

１ 第１章の規定にかかわらず、区分番号Ａ１０３に掲げる精神病棟入院基本料のうち18対１入院

基本料及び20対１入院基本料は、同章に規定する当該診療料の算定要件を満たす保険医療機関の

うち医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第43条の２に規定する病院以外の病院である保

険医療機関においてのみ、当該診療料を算定する病棟として届出を行った病棟に入院している患

者について、当分の間、算定できるものとする。

２ 第１章の規定にかかわらず、次に掲げる診療料は、平成24年３月31日まで間に限り、算定でき

るものとする。

イ 区分番号Ｄ００１の３に掲げるポルフィリン定性

ロ 区分番号Ｄ００１の３に掲げるアミラーゼ（定性、半定量）

ハ 区分番号Ｄ００１の４に掲げるビリルビン

ニ 区分番号Ｄ００１の５に掲げるウロビリン

ホ 区分番号Ｄ００３の１に掲げる潜血反応検査

ヘ 区分番号Ｄ００３の２に掲げる糞便中ウロビリノゲン
ふん

ト 区分番号Ｄ００５の11に掲げる動的赤血球膜物性検査

チ 区分番号Ｄ００６の11に掲げる全血凝固溶解時間測定（Ｒatnoff法等）

リ 区分番号Ｄ００６の11に掲げる血清全プラスミン測定法（血清ＳＫ活性化プラスミン値）

ヌ 区分番号Ｄ００７の１に掲げる酸ホスファターゼ

ル 区分番号Ｄ００７の14に掲げるリポプロテイン

ヲ 区分番号Ｄ００８の２に掲げる17－ハイドロキシコルチコステロイド（17-ＯＨＣＳ）

ワ 区分番号Ｄ００８の３に掲げる17－ケトステロイド（17-ＫＳ）

カ 区分番号Ｄ０２３の５に掲げるＤＮＡポリメラーゼ


